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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース部材と、
　前記ベース部材に対して回動可能に取り付けられるカバー部材と、
　前記カバー部材を前記ベース部材に取り付けた後、前記カバー部材および前記ベース部
材に挿通する軸部材と、
　前記軸部材を前記カバー部材および前記ベース部材に挿通した後、前記ベース部材に取
り付けられる外装部材とを有し、
　前記ベース部材には凹部が形成され、前記軸部材を前記カバー部材および前記ベース部
材に挿通した後、前記軸部材の一端を前記凹部に収納し、前記軸部材の一端を前記凹部に
収納した後、前記外装部材を前記ベース部材に取り付けることで、前記外装部材が前記凹
部を覆うことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記カバー部材は前記ベース部材に対して回動することで、前記外装部材を覆う状態と
、前記カバー部材を露出させる状態になり、前記カバー部材が前記外装部材を覆う状態と
なるときに、前記カバー部材は前記外装部材と係合することなく前記ベース部材と係合す
ることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記外装部材は導電性を有する材料で形成され、導電性を有するビスで前記ベース部材
に固定されることで、前記電子機器のグランドラインと電気的に接続させることを特徴と
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する請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記ベース部材は操作部材を保持する第１のベース部材と前記第１のベース部材が固定
される第２のベース部材からなり、
　前記カバー部材は前記第２のベース部材に対して回動可能に取り付けられ、前記第１の
ベース部材に前記凹部が形成されることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に
記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラなどの電子機器に関し、特にベース部材に対して回動可能な
カバー部材を備える電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ベース部材に対して回動可能なカバー部材を備える電子機器が知られている。このよう
な電子機器では、カバー部材が回動制限に達した後になおも開方向の力が加わると、この
原理によって回動軸部に過大な力が作用し、軸や蓋のヒンジ部が破損するおそれがある。
この課題に対して、回動軸を弾性支持部材により機器本体に支持することで、軸や蓋のヒ
ンジ部が破損を防止することが提案されている。（特許文献１参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２０８１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示されている機器では、弾性支持部材が弾性変形するこ
とで、回動軸部に作用する過大な力を受け止めることはできる。しかしながら、軸あるい
は蓋が変形させた場合には、機器本体を大幅に分解しなければならず、修理が困難であっ
た。
【０００５】
　本発明の目的は、ベース部材に対して回動可能なカバー部材を破損させたとしても、カ
バー部材を簡単に交換することができる撮像装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の撮像装置は、ベース部材と、前記ベース部材に対して回動可能に取り付けられ
るカバー部材と、前記カバー部材を前記ベース部材に取り付けた後、前記カバー部材およ
び前記ベース部材に挿通する軸部材と、前記軸部材を前記カバー部材および前記ベース部
材に挿通した後、前記ベース部材に取り付けられる外装部材とを有し、前記ベース部材に
は凹部が形成され、前記軸部材を前記カバー部材および前記ベース部材に挿通した後、前
記軸部材の一端を前記凹部に収納し、前記軸部材の一端を前記凹部に収納した後、前記外
装部材を前記ベース部材に取り付けることで、前記外装部材が前記凹部を覆うことを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ベース部材に対して回動可能なカバー部材を破損させたとしても、カ
バー部材を簡単に交換することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明を実施した電子機器としてのビデオカメラの外観図である。
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【図２】回転操作リング１０２の構成を説明する図である。
【図３】本実施形態のビデオカメラに外部マイク５０１を装着した状態を説明する図であ
る。
【図４】本実施形態のビデオカメラの正面図である。
【図５】アクセサリーシュー６０１にビデオライト７００を取り付けた状態を説明する図
である。
【図６】オーディオ部２０５の左側面に配置されるカバー部材８０２を回動させて開放し
た状態を説明する図である。
【図７】ダイアル部材８０３ａの外観を説明する図である。
【図８】オーディオ部２０５の内部の構成を表わす斜視図である。
【図９】オーディオ部２０５の外観斜視図である。
【図１０】カバー部材８０２の取り付け構造を説明する分解斜視図である。
【図１１】カバー部材８０２の回動中心Ｃを説明する図である。
【図１２】カバー部材８０２の形状を説明する図である。
【図１３】カバー部材８０２を取り付けた状態を説明する斜視図である。
【図１４】板バネ１２０３ａとカム部８０２ｃの関係を説明する図である。
【図１５】外装部材１２０１を外した状態を説明する側面図である。
【図１６】シャフト１７０１の外観を説明する斜視図である。
【図１７】外装部材１２０１とクッション部材１９０１の取り付け構造を説明する分解図
である。
【図１８】カバー部材８０２の開動作を説明する図である。
【図１９】カバー部材８０２の開動作を説明する図である。
【図２０】カバー部材８０２を交換する際の手順を説明する図である。
【図２１】カバー部材８０２を交換する際の手順を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１（ａ）～（ｃ）は、本発明を実施した電子機器としてのビデオカメラの外観図であ
る。本実施形態のビデオカメラは撮影レンズ１０１を有し、撮影レンズ１０１の外周には
回転操作リング１０２が設けられている。図１（ａ）に示すように、本実施形態では、撮
影レンズ１０１の光軸前方を前、撮影レンズ１０１の光軸後方を後ろと定義する。また、
ビデオカメラを撮影レンズ１０１の光軸後方から見たときに右になる方向を右、ビデオカ
メラを撮影レンズ１０１の光軸後方から見たときに左になる方向を左と定義する。そして
、ビデオカメラを図１（ａ）に示す向きとしたときに上となる方向を上、下となる方向を
下と定義する。したがって、図１（ａ）はビデオカメラを右斜め前方から見た斜視図とな
る。
【００１０】
　図１（ａ）にて、輸送時や、撮影時にビデオカメラを把持するハンドル２０２は撮影レ
ンズ１０１の上方で前後方向に延びて形成されている。
【００１１】
　ハンドル２０２の前方端は、ハンドル中央の把持部より大きく形成され、被写体の内蔵
マイク１０３ａ，１０３ｂなどが配設されるオーディオ部２０５となっている。内蔵マイ
ク１０３ａ，１０３ｂは、撮影時に出来るだけ被写体に近い位置となるように、オーディ
オ部２０５の前面であり、撮像レンズ１０１の光入射面より前面に突出させている。
【００１２】
　オーディオ部２０５の前面には内蔵マイク１０３ａ，１０３ｂが配置され、オーディオ
部２０５の右側面には外部マイクが接続可能なＸＬＲ型の外部接続コネクタ１０４ａ，１
０４ｂが前後方向に並んで配置される。外部接続コネクタ１０４ａ，１０４ｂの近傍には
外部マイクを保持するマイクホルダー５０３が取り付けられている。さらに、オーディオ
部２０５の近傍にはアクセサリーシュー６０１が配置されている。
【００１３】
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　図１（ｂ）はビデオカメラを左斜め後方から見た斜視図となる。図１（ｃ）はビデオカ
メラを左斜め前方から見た斜視図となる。図１（ｂ），（ｃ）に示すように、ビデオカメ
ラの左側には開閉可能な画像表示モニタ２０１が設けられている。図１（ｂ）は画像表示
モニタ２０１を開いた状態を示し、図１（ｃ）は画像表示モニタ２０１を閉じた状態を示
している。図１（ｂ），（ｃ）に図示するように、ハンドル２０２の上面には、撮影の開
始、終了の制御を行うトリガーキー２０３と、撮像光学系１０１のズーム倍率などを変更
するズームキー２０４が配置されている。
【００１４】
　オーディオ部２０５の左側面には、カバー部材８０２が設けられている。カバー部材８
０２はオーディオ部２０５に対して回動可能に取り付けられる。カバー部材８０２を回動
することで音声記録操作部としてのスイッチ群８０１ａ，８０１ｂを覆う閉状態と、音声
記録操作部を露出させる開状態となる。また、オーディオ部２０５の上面には、録音レベ
ルを調節するためのダイアル部材８０３ａ，８０３ｂが配置されている。
【００１５】
　内蔵マイク１０３ａ，１０３ｂによる録音を行う場合には、ダイアル部材８０３ａを回
転することで、内蔵マイク１０３ａの録音レベルが調節され、ダイアル部材８０３ｂを回
転することで、内蔵マイク１０３ｂの録音レベルが調節される。また、外部マイクによる
録音を行う場合には、ダイアル部材８０３ａを回転することで、外部接続コネクタ１０４
ａに接続した外部マイクの録音レベルが調節される。同様に、ダイアル部材８０３ｂを回
転することで、外部接続コネクタ１０４ｂに接続した外部マイクの録音レベルが調節され
る。
【００１６】
　図２は、回転操作リング１０２の構成を説明する図である。回転操作リング１０２の表
面はゴムなどの弾性部材１０２ａで構成され、回転操作リング１０２の内側には歯車１０
２ｂが構成されている。回転操作リング１０２の操作面である表面をゴムなどの弾性部材
１０２ａで構成することによって、操作時に指が滑ることなく、正確な操作を行うことが
できる。回転操作リング１０２の内側に形成した歯車１０２ｂは、回転操作リング１０２
と撮像レンズ１０１との間に配置されるパルスエンコーダと連結されている。
【００１７】
　したがって、回転操作リング１０２を回転操作することで、パルスエンコーダが回転し
て信号を出力する。本実施形態のビデオカメラは、パルスエンコーダからの出力によって
、撮像レンズ１０１のフォーカス駆動を行うことが出来る。すなわち、ユーザは、回転操
作リング１０２の操作を行うことで、マニュアルフォーカスによる撮影を行うことが出来
る。
【００１８】
　本実施形態のビデオカメラのように、回転操作リング１０２を、撮像レンズ１０１の外
周に設けることで、直感的に撮像レンズ１０１のフォーカス操作を行うことが出来るため
、使い勝手のよいビデオカメラの提供が可能となる。
【００１９】
　図３は本実施形態のビデオカメラに外部マイク５０１を装着した状態を説明する図であ
る。外部マイク５０１はマイクホルダー５０３に固定され、プラグ５０２ａが外部接続コ
ネクタ１０４ａに接続される。このとき、外部マイク５０１による録音を行う場合には、
ダイアル部材８０３ａを回転することで、外部マイク５０１の録音レベルを調節すること
ができる。
【００２０】
　外部接続コネクタ１０４ａにプラグ５０２ａを挿入することで、外部接続コネクタ１０
４ａ内部にある係合爪と、プラグ５０２ａ内部の凹部が係合する。これによって、輸送時
や撮影中に、プラグ５０２ａが外部接続コネクタ１０４ａから不容易に外れないような構
成となっている。
【００２１】
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　プラグ５０２ａと外部接続コネクタ１０４ａとの係合を解除する際には、外部接続コネ
クタ１０４ａの下方端に設けられている接続解除ノブ１０４ａ１を、図１（ａ）における
左方向に押し込む。これによって、プラグ５０２ａと外部接続コネクタ１０４ａとの係合
が解除され、プラグ５０２ａを外部接続コネクタ１０４ａから引き抜くことが出来る。ま
た、図３では、不図示の外部マイクがプラグ５０２ｂを有し、プラグ５０２ｂが外部接続
コネクタ１０４ｂに接続されている。
【００２２】
　本実施形態のビデオカメラでは、接続解除ノブ１０４ａ１，１０４ｂ１が外部接続コネ
クタ１０４ａ，１０４ｂの下側となるように配置している。接続解除ノブ１０４ａ１，１
０４ｂ１が外部接続コネクタ１０４ａ，１０４ｂの上側に配置する場合には、接続解除ノ
ブを操作する際に、外部マイクホルダー５０３が邪魔になり、接続解除ノブを操作しにく
くなってしまう。本実施形態では、外部接続コネクタ１０４ａ，１０４ｂの下側に接続解
除ノブ１０４ａ１，１０４ｂ１を配置しているので、外部マイクホルダー５０３が接続解
除ノブ１０４ａ１，１０４ｂ１の操作を邪魔することはない。
【００２３】
　図４は本実施形態のビデオカメラの正面図である。図４にて、Ａは撮影レンズの光軸を
中心とする仮想円で、撮影者が回転操作リング１０２を操作する際に撮影者の手が位置す
ることが想定される範囲である。接続解除ノブ１０４ａ１はオーディオ部２０５の側面か
ら下方にはみ出すように配置しているが、仮想円Ａの範囲に入らないように配置している
。したがって、回転操作リング１０２の操作時に、撮影者の指が外接続解除ノブ１０４ａ
１に接触することはない。
【００２４】
　図４にて、Ｂは外部マイクホルダー５０３の取り付け面を意味している。アクセサリー
シュー６０１上面は、外部マイクホルダーの取り付け面Ｂと同じ高さか、わずかに高く設
定されている。
【００２５】
　図５はアクセサリーシュー６０１にビデオライト７００を取り付けた状態を説明する図
である。上述したように、アクセサリーシュー６０１上面が外部マイクホルダー５０３の
取り付け面Ｂと同じ高さか、わずかに高く設定されているので、アクセサリ取り付けリン
グ７０１が外部マイクホルダー５０３の取り付け面Ｂより高い位置となる。
【００２６】
　これによって、アクセサリ取り付けリング７０１を回転させる際にマイクホルダー５０
３の取り付け部が邪魔になることはない。
【００２７】
　図６はオーディオ部２０５の左側面に配置されるカバー部材８０２を回動させて開放し
た状態を説明する図である。図６に示すように、カバー部材８０２を開状態とすると、外
部接続コネクタ１０４ａ，１０４ｂが配置される面と対向する面となるであるオーディオ
部２０５の左側面には、音声記録に関する操作部材が設けられている。
【００２８】
　具体的には、外部マイクからの入力と内蔵マイク１０３ａ，１３０ｂからの入力との切
り換え、外部マイクへの電圧印加の有無、録音レベル調整のオートとマニュアルの切り換
えを行うことができる。スイッチ群８０１ａを操作することで、内蔵マイク１０３ａまた
は外部接続コネクタ１０４ａに接続される外部マイクに対してこれらの設定を行うことが
できる。同様に、スイッチ群８０１ｂを操作することで、内蔵マイク１０３ｂまたは外部
接続コネクタ１０４ｂに接続される外部マイクに対してこれらの設定を行うことができる
。
【００２９】
　スイッチ群８０１ａは外部接続コネクタ１０４ａが配置される位置に対向する位置に配
置され、スイッチ群８０１ｂは外部接続コネクタ１０４ｂが配置される位置に対向する位
置に配置されている。すなわち、外部接続コネクタ１０４ａ，１０４ｂをビデオカメラの
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前後方向に並べるとともに、スイッチ群８０１ａ，８０１ｂも外部接続コネクタ１０４ａ
，１０４ｂ並び方向に対応させてビデオカメラの前後方向に並べている。同様に、ダイア
ル部材８０３ａ，８０３ｂも外部接続コネクタ１０４ａ，１０４ｂ並び方向に対応させて
ビデオカメラの前後方向に並べている。これにより、外部接続コネクタとそれに対応する
スイッチ群およびダイアル部材が直感的にわかるようになっている。
【００３０】
　図１（ｂ），（ｃ）に示すように、カバー部材８０２を閉状態とすることで、スイッチ
群８０１ａ，８０１ｂは完全に覆われ、スイッチ群８０１ａ，８０１ｂを操作することは
できなくなる。また、カバー部材８０２を開状態とすると、ダイアル部材８０３ａ，８０
３ｂの側面を露出させる状態となり、カバー部材８０２を閉状態とすると、カバー部材８
０２がダイアル部材８０３ａ，８０３ｂの側面を覆う状態となる。
【００３１】
　上述したように、ダイアル部材８０３ａ，８０３ｂはオーディオ部２０５の上面に配置
されている。また、ダイアル部材８０３ａ，８０３ｂの上面の高さが、オーディオ部２０
５の上面の高さよりも低くなるように配置されているので、ダイアル部材８０３ａ，８０
３ｂの側面はオーディオ部２０５とカバー部材８０２に覆われている。具体的には、ダイ
アル部材８０３ａ，８０３ｂの側面のうち、約２５０°をオーディオ部２０５に囲われ、
残りの約１１０°をカバー部材８０２に囲われている。
【００３２】
　図７はダイアル部材８０３ａの外観を説明する図である。なお、ダイアル部材８０３ｂ
もダイアル部材８０３ａと同一形状である。ダイアル部材８０３ａの上面にはレベル目盛
が表示されているが、操作つまみなどは形成されていない。ダイアル部材８０３ａの側面
８０３ａ１には凹凸形状としてのローレット形状が形成されている。
【００３３】
　したがって、カバー部材８０２を閉状態とすると、カバー部材８０２のカバー部８０２
ｅ，８０２ｆがダイアル部材８０３ａ，８０３ｂの側面を覆って、ダイアル部材８０３ａ
，８０３ｂを回転操作することができなくなる。ダイアル部材８０３ａ，８０３ｂを回転
操作するためには、カバー部材８０２を開状態として、ダイアル部材８０３ａ，８０３ｂ
の側面を露出させなくてはならない。
【００３４】
　カバー部材８０２を閉状態としても、ダイアル部材８０３ａ，８０３ｂの上面は露出し
た状態となっているので、録音レベルの設定値はカバー部材８０２の開閉状態に関わらず
、視認することができる。
【００３５】
　カバー部材８０２のカバー部８０２ｅ，８０２ｆは、カバー部材８０２の端から延出し
て形成されるので、カバー部材８０２を開閉操作する際の指掛かりとして機能する。なお
、カバー部材８０２のカバー部８０２ｅ，８０２ｆにダイアル部材８０３ａ，８０３ｂの
側面に形成したローレット形状と歯車のように嵌合する形状を形成してもよい。このよう
な構成にすると、カバー部材８０２を閉状態としたときに、ダイアル部材８０３ａ，８０
３ｂの側面とカバー部８０２ｅ，８０２ｆとが嵌合し、ダイアル部材８０３ａ，８０３ｂ
の回転をロックすることが可能となる。
【００３６】
　カバー部材８０２は、ダイアル部材８０３ａ，８０３ｂの上面を覆わず、側面のみを覆
う構成とすることで、オーディオ部２０５の高さ方向で、カバー部材８０２の肉厚分の小
型化を図ることが出来る。
【００３７】
　また、カバー部材８０２がダイアル部材８０３ａ，８０３ｂの上面を覆わないので、ア
クセサリーシュー６０１にビデオライト７００を取り付けたときにも、ビデオライト７０
０がカバー部材８０２の開閉を邪魔することはない。
【００３８】
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　図８は、オーディオ部２０５の内部の構成を説明する斜視図である。図９はオーディオ
部２０５の外観斜視図である。図８に示すようにオーディオ部２０５の内部には、内蔵マ
イク１０３ａ，１０３ｂや外部マイク５０１から出力されるオーディオ信号を処理する回
路が実装される基板１００１、１００２が配置されている。
【００３９】
　本実施形態では、オーディオ関係の要素を内蔵マイク１０３ａ，１０３ｂの配置された
ハンドル２０２の前方端に集約し、オーディオ関係の処理をオーディオ部２０５に配置さ
れた基板１００１、１００２で一括して行っている。これによって、オーディオ信号にさ
まざまな処理を行う高性能なビデオカメラの提供が可能になる。そして、マイクから入力
された、アンプ前の微弱な音声データの配線長さを短くすることが出来るため、ノイズに
強い高性能なビデオカメラを実現することが可能となる。
【００４０】
　次にカバー部材８０２の構成について詳しく説明する。
　図１０はカバー部材８０２の取り付け構造を説明する分解斜視図である。カバー部材８
０２は閉状態であっても、各種スイッチの状態を確認することができるように、透明もし
くは半透明のモールド部材で成型されている。カバー部材８０２は開閉可能かつ、取り外
し容易に構成されている。
【００４１】
　オーディオ部２０５のカバー部材８０２の配置される面は、図１０に示すように外側か
ら、カバー部材８０２（閉状態）、外装部材１２０１、スライドスイッチ保持部１２０２
と、スイッチ群８０１ａ，８０１ｂが重なるように配置されている。スライドスイッチ保
持部１２０２は、オーディオ部２０５の側面を構成する箱状の形状で、スイッチ群８０１
ａ，８０１ｂが落とし込まれる。そして、スイッチ群８０１ａ，８０１ｂの操作に連動し
て動作するスイッチ素子が実装された基板１００１が、スライドスイッチ保持部１２０２
の裏側をふさぐように構成されている。
【００４２】
　スライドスイッチ保持部１２０２には、板金部材１２０３が取り付けられている。板金
部材１２０３はオーディオ部２０５のベース部材に固定される部材であるので、スライド
スイッチ保持部１２０２は板金部材１２０３によってオーディオ部２０５のベース部材と
一体化される。したがって、スライドスイッチ保持部１２０２とオーディオ部２０５のベ
ース部材とを一体化させたものが本発明のベース部材として機能する。そして、スライド
スイッチ保持部１２０２が本発明の第１のベース部材として機能し、オーディオ部２０５
のベース部材が本発明の第２のベース部材として機能する。
【００４３】
　板金部材１２０３には、板バネ部１２０３ａが形成され、カバー部材８０２を開閉する
際に、板バネ部１２０３ａがカバー部材８０２にフリクションを与える。
【００４４】
　カバー部材８０２は図１１に示すオーディオ部２０５の下側に形成されている軸穴Ｃを
中心として、回動することが可能となっている。軸穴Ｃは、オーディオ部２０５の下側で
、オーディオ部２０５の側面より内側に奥まった位置に形成されている。本実施形態では
軸穴Ｃを形成するためのバルジ形状部２０５ａがオーディオ部２０５の側面より凸となら
ないように、軸穴Ｃの位置が決められている。なお、後述するバルジ形状部２０５ｂにつ
いても同様である。
【００４５】
　図１２（ａ），（ｂ）はカバー部材８０２の形状を説明する図である。図１２（ａ）は
カバー部材８０２を表側から見た斜視図であり、図１２（ｂ）はカバー部材８０２を裏側
から見た斜視図である。図１３はカバー部材８０２を取り付けた状態を説明する斜視図で
ある。図１２（ｂ）に示すように、カバー部材８０２は、回動軸側の両端にヒンジ部８０
２ａ，８０２ｂが形成されている。ヒンジ部８０２ａには貫通穴８０２ａ１が形成される
とともに、板バネ部１２０３ａが当接するカム部８０２ｃが形成される。一方、ヒンジ部
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８０２ｂには軸８０２ｂ１が一体的に形成される。
【００４６】
　カバー部材８０２の回動軸と反対側となる辺には、カバー部材８０２を閉状態としたと
きに、ダイアル部材８０３ａ，８０３ｂの側面を覆うカバー部８０２ｅ，８０２ｆが形成
される。ヒンジ部８０２ａ，８０２ｂが形成される辺とカバー部８０２ｅ，８０２ｆが形
成される辺とを結ぶ二辺にはそれぞれ、係合爪８０２ｄが形成される。図１３に示すよう
に、係合爪８０２ｄは、カバー部材８０２を閉状態としたときに、スライドスイッチ保持
部１２０２に形成した係合爪１２０２ａと係合して、カバー部材８０２を閉状態に保持す
る。
【００４７】
　カバー部材８０２のカム部８０２ｃが板バネ部１２０３ａにチャージされることで、カ
バー部材８０２を開状態とするときのガタおよび閉状態とするときのガタを無くすことが
できる。
【００４８】
　図１４（ａ）～（ｄ）は板バネ１２０３ａとカム部８０２ｃの関係を説明する図である
。図１４（ａ）はカバー部材８０２が閉状態となるときの板バネ１２０３ａとカム部８０
２ｃの関係を示している。図１４（ｂ）はカバー部材８０２が９０°開状態となるときの
板バネ１２０３ａとカム部８０２ｃの関係を示している。図１４（ｃ）はカバー部材８０
２が開状態となるときの板バネ１２０３ａとカム部８０２ｃの関係を示している。図１４
（ｄ）は、カバー部材８０２が閉状態となるときの板バネ１２０３ａの状態とカバー部材
８０２が９０°開状態となるときの板バネ１２０３ａの状態とを重ねたものである。
【００４９】
　図１４（ｄ）に示すように板ばね１２０３ａによるチャージ量は、閉時、開時と比較し
て、開閉途中に最も大きくなるように、カバー部材８０２の回転軸中心からオフセットし
た形状で構成されている。すなわち、カバー部材８０２は、開き始めでは閉じ方向に付勢
され、中間状態付近では開き方向に付勢される。これによって、カバー部材８０２開閉動
作時、カバー部材８０２が中間状態など半端な位置で止まることがなくなり、カバー部材
８０２に想定していない荷重が加わることを避けることができる。
【００５０】
　図１５は、外装部材１２０１を外した状態を説明する側面図である。図１５に示すよう
に、カバー部材８０２のヒンジ部８０２ａに形成した貫通穴８０２ａ１に、金属軸で形成
された軸部材としてのシャフト１７０１が挿通される。オーディオ部２０５の下側に形成
されたバルジ形状部２０５ｂの内側にもシャフト１７０１が挿通される軸穴が形成され、
シャフト１７０１が貫通穴８０２ａ１を貫通した後、バルジ形状部２０５ｂの軸穴に挿通
される。
【００５１】
　これによって、カバー部材８０２のヒンジ部８０２ａはオーディオ部２０５のベース部
材に対して回動可能に取り付けられる。一方、カバー部材８０２のヒンジ部８０２に形成
される軸８０２ｂ１はオーディオ部２０５のバルジ形状部２０５ａの内側に形成される軸
穴Ｃ（図１１参照）に挿通される。これによって、カバー部材８０２のヒンジ部８０２ｂ
はオーディオ部２０５のベース部材に対して回動可能に取り付けられる。
【００５２】
　図１６はシャフト１７０１の外観を説明する斜視図である。図１６に示すように、シャ
フト１７０１は、軸部１７０１ａと、軸部１７０１ａと直交する方向に折り曲げられる固
定部１７０１ｂが組み合わされた、Ｌ字状の形状となっている。軸部１７０１ａは、カバ
ー部材８０２の貫通穴８０２ａ１を貫通した後、バルジ形状部２０５ｂの軸穴に挿通され
ることで、カバー部材８０２の回転軸となる。シャフト１７０１の一端となる固定部１７
０１ｂは、スライドスイッチ保持部１２０２に設けられた凹部１２０２ｂに埋め込まれた
状態で収納される。したがって、シャフト１７０１は、スライドスイッチ保持部１２０２
によって固定される。また、シャフト１７０１固定の凹部１２０２ｂには、シャフト１７
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０１の取り外し用の溝部１２０２ｃが隣接して設けられている。
【００５３】
　スライドスイッチ保持部１２０２の操作面側で、カバー部材８０２開状態で露出する面
には、外装部材１２０１が配置される。図１７は、外装部材１２０１とクッション部材１
９０１の取り付け構造を説明する分解図である。図１７では、便宜上、カバー部材８０２
を表示していない。外装部材１２０１は、導電性を有する樹脂材料で成型されており、図
１７に示すように、外装部材１２０１の下側に形成された引っ掛け部１２０１ａにて、オ
ーディオ部２０５下部の凸形状２０５ｄに引っ掛け、ビス１９０２で外装部材１２０１上
側を固定する。ビス１９０２は導電性を有し、外装部材１２０１がビス１９０２でスライ
ドスイッチ保持部１２０２に固定されることで、ビス１９０２がオーディオ部２０５内部
のグランドラインと電気的に接続される。これによって、外装部材１２０１は、グランド
ラインと電気的に接続される。
【００５４】
　外装部材１２０１が導電性を有することで、外部からの電磁誘導ノイズからのシールド
を行っている。また、外装部材１２０１が凹部１２０２ｂに収納されたシャフト１７０１
と接触することで、シャフト１７０１をオーディオ部２０５内部のグランドラインと電気
的に接続することができる。
【００５５】
　オーディオ部２０５の下面には、第１の弾性部材であるクッション１９０１が配置され
ている。クッション部材１９０１は、オーディオ部２０５の下面に両面テープで仮固定さ
れ、外装部材１２０１の下側に形成された引っ掛け形状の一部と、オーディオ部２０５の
下面で挟み込まれることで固定されている。このとき、クッション部材１９０１が外装部
材１２０１をチャージする設定とすることで、外装部材１２０１が１本のビス１９０２で
固定されていることによって発生するガタを抑制している。
【００５６】
　また、クッション部材１９０１はオーディオ部２０５の下面に形成される凹部２０５ｅ
に配置されており、クッション部材１９０１の外形が図１８に示すようにオーディオ部２
０５の底面から突出しないようにしている。これによって撮影者が意図せずクッションに
触れてしまうことによる、クッション部材１９０１の剥がれや、クッション部材１９０１
が見えてしまうことによるデザイン性の低下を避けている。
【００５７】
　次に本実施例のカバー部材８０２の開動作について図１８と、図１９を用いて説明する
。図１８（ａ）および図１９（ａ）は、それぞれカバー部材８０２の状態を説明するため
にビデオカメラを正面から見た図である。そして、図１８（ｂ）および図１９（ｂ）は、
図１８（ａ）および図１９（ａ）にてＡで示す部分の断面をそれぞれ表わしており、特に
クッション部材１９０１の状態とカバー部材８０２の位置に注目したものである。
【００５８】
　閉状態にあるカバー部材８０２を開く方向に回動させると、カバー部材８０２の回動中
心に近い一方端がオーディオ部２０５の下面に貼着されたクッション部材１９０１に当接
して停止する。（図１８の状態）。この状態で、カバー部材８０２の回動中心から遠い他
方端は、オーディオ部２０５の下面に配置されている、回転操作リング１０２の表面の弾
性部材１０２ａに当接しない。これによって、回転操作リング１０２を操作する際に、カ
バー部材８０２が邪魔になることはない。
【００５９】
　図１８に示す開状態となるカバー部材８０２に対して、さらに開方向の力を与えると、
カバー部材８０２の一方端がクッション部材１９０１を弾性変形させて、カバー部材８０
２をさらに開くことができる。その結果、図１９に示すように、カバー部材８０２の他方
端は、回転操作リング１０２の表面の弾性部材１０２ａに当接して、これ以上の回動が阻
止される。すなわち、弾性部材１０２ａが本発明の第２の弾性部材として機能する。これ
によって、開状態となるカバー部材８０２に、開方向の力が加わったとしても、カバー部
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材８０２が破壊してしまうことを防止することができる。また、弾性変形する弾性部材で
カバー部材８０２を受けることによって、透明もしくは半透明な部材で成型され、キズが
目立ちやすいカバー部材８０２のキズ付きを防止することもできる。
【００６０】
　本実施形態のビデオカメラは、カバー部材８０２を破損させた場合であっても、比較的
簡単にカバー部材８０２を交換することができるように構成されている。図２０および図
２１はカバー部材８０２を交換する際の手順を説明する図である。
【００６１】
　カバー部材８０２を取り外す際には、ます、図２０（ａ）に示すように、カバー部材８
０２を開状態とした後、外装部材１２０１をスライドスイッチ保持部１２０２に固定して
いるビス１９０２を取り外す。その後、図２０（ｂ）に示すように、外装部材１２０１を
スライドスイッチ保持部１２０２に対して回動させて、外装部材１２０１の引っ掛け部１
２０１ａとオーディオ部２０５下部の凸形状２０５ｄとの引っ掛かりを解除する。外装部
材１２０１を取り外すと、図２０（ｃ）に示す状態となり、凹部１２０２ｂに収納された
シャフト１７０１が露出する。
【００６２】
　シャフト１７０１の取り外し用の溝部１２０２ｃに工具を挿入して、シャフト１７０１
の軸部１７０１ａを中心に回転させて、図２１（ａ）に示すように、シャフト１７０１の
固定部１７０１ｂを凹部１２０２ｂから取り出す。シャフト１７０１の固定部１７０１ｂ
をつまみ、シャフト１７０１をビデオカメラの前方に引き抜くことで、図２１（ｂ）に示
すように、シャフト１７０１の軸部１７０１ａは貫通穴８０２ａ１およびバルジ形状部２
０５ｂの軸穴から抜去される。
【００６３】
　シャフト１７０１が取り外されると、図２１（ｃ）に示すように、カバー部材８０２の
ヒンジ部８０２ｂを中心として、カバー部材８０２を回動させることで、カバー部材８０
２を取り外すことができる。
【００６４】
　なお、カバー部材８０２を取り付ける際には、上述した手順を逆に進めればよい。
【００６５】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【符号の説明】
【００６６】
　１０２　回転操作リング
　１０３ａ，１０３ｂ　内蔵マイク
　１０４ａ，１０４ｂ　外部接続コネクタ
　２０２　ハンドル
　２０５　オーディオ部
　８０１ａ，８０１ｂ　スイッチ群
　８０２　カバー部材
　８０３ａ，８０３ｂ　ダイアル部材
　１２０１　外装部材
　１２０２　スライドスイッチ保持部
　１７０１　シャフト
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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